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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人地盤工学会（JGS）及び一般財

団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日

本工業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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地盤工学用語 

Technical terms for geotechnical engineering 

 
1 適用範囲 

この規格は，地盤工学に関する主な用語（以下，用語という。）及び定義について規定する。 

 

2 分類 

用語は，次によって分類する。 

a) 土の分類 

b) 地盤材料の物理的性質・化学的性質 

c) 浸透及び地下水 

d) 地盤の圧縮及び圧密 

e) 地盤材料のせん断 

f) 斜面安定 

g) 土圧及び支持力 

h) 地震及び地盤の動的性質 

i) 岩の性質 

j) 地盤調査及び計測 

k) 土留め及び掘削 

l) 土工 

m) 路床及び路盤 

n) 地盤改良 

 

3 用語及び定義 

用語及び定義は，次による。 

a) 土の分類 

番号 用語 定義 対応英語（参考） 

0101 地盤 構造物の設置又は掘削の対象となる地球表層部分。固体，水

及び空気で構成され，それぞれ固相，液相及び気相という。

固相は，土粒子，石分及び岩石だけでなく，改良土，廃棄物

なども含まれる。液相は，固相の間隙に入り込んだ水であり，

氷も含める。気相は，固相の間隙で水が満たされていない部

分をいう。 

ground 

0102 地盤材料 地盤を構成する材料。 geomaterial 

0103 土 地盤材料のうち粒状のものの集合体。 soil 

0104 岩石質材料 石分の質量分率が 50 %以上の地盤材料。 boulder and/or cobble 


